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データで見る少子化・子育て施策の進捗状況について 

令和元年１１月２８日 

こども・青少年政策課 

１ 少子化の動向 
（１）少子高齢化の進行 

① 出生数と出生率の低下 

福島県の出生数は、平成１４年には２万人を割り込み、平成２４年には

東日本大震災の影響もあり１万４千人を下回るまでに減少しました。 

また、福島県の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む平均子ど

も数に相当）は、現在の人口を維持するのに必要な水準が２．０７とされ

る中、平成３０年には１．５３と前年に比べ０．０４下回るなど、依然と

して少子化が進行している状況にあります。 

 

また、平成３１年４月１日現在における本県のこどもの数（１５歳未

満人口）は２１２，５７３人で、前年（平成３０年４月１日時点）より

４，７５８人減少し、減少率は２．２％となりました。 

年齢階級別にみると、５歳以下（未就学の乳幼児）は７９，７４７人、

６～１１歳（小学生の年代）は８５，３８３人、１２～１４歳（中学生の

年代）は４７，４４３人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料２ 
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  ② 年少人口と老年人口の推移 

年少人口（０から１４歳）が減少するとともに、老年人口（６５歳以上）

が増加することにより、少子高齢化が進行しています。 

福島県の総人口に占める年少人口の割合は年々低下し、平成３０年１０

月１日現在で、１１．７％となっています。一方で、老年人口の割合は年

々増加し、３０．９％となっています。 

平成８年に初めて老年人口割合が年少人口割合を上回って以来、その差

は年々大きくなっており、今後もさらに拡大することが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 将来の人口 

少子化の進行や流出傾向にある社会動態とあいまって、福島県の人口は

平成１０年１月の２１３万８千人をピークに減少傾向にあります。 

特に、東日本大震災の影響により人口減少に拍車がかかっており、平成

３０年は１８６万２千人（震災前の平成２２年比△１６万７千人）となっ

ています。 

また、「福島県人口ビジョン」における県独自の人口推計では、県の人

口は２０４０年に約１４７万人（平成２７年の約８割）、２０６０年に約

１０７万人（平成２７年の約６割）になるものと推計されています。 
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  ※ 人口ピラミッド 

福島県の人口ピラミッドをみると、ひょうたん型となっており、２２歳

～２５歳の人口（特に女性）の減少が大きくなっています。 

  

県統計課「福島県の推計人口」 
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（２）未婚化・晩婚化の進行 

① 未婚率と平均初婚年齢の推移 

福島県の未婚率の推移をみると、２０歳代が男性共に全国平均よりは低

いものの、全体的に上昇してきており、晩婚化の傾向が強くなってきてい

ます。特に近年における未婚率の上昇が目立ちます。 

 

 
 

 

 

 

 

また、本県の平均初婚年齢は、平成３０年（概数）で男性は３０．６歳

（全国３１．１歳）、女性は２８．８歳（全国２９．４歳）で、男性は全

国１６位、女性は全国３位となっており、全国平均よりは低い状況にあり

ますが、全国と同様、高年齢化の傾向にあります。 

 

  

未婚率推移（福島県と全国の比較） （％）

昭和55年 平成27年 昭和55年 平成27年 昭和55年 平成27年 昭和55年 平成27年
福島県 89.5 92.3 50.3 69.7 18.9 47.5 7.6 36.3
全国 91.5 95.0 55.1 72.7 21.5 47.1 8.5 35.0
福島県 73.6 86.9 22.6 54.6 7.5 31.5 4.5 21.6
全国 77.7 91.4 24.0 61.3 9.1 34.6 5.5 23.9

女性

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

男性
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② 結婚に対する考え 

こども未来局が令和元年度に、実施した「少子化・子育てに関する県民

意識調査」（以下、「県民意識調査」という。）によると、未婚者の（独

身者の）の結婚に対する考えは、「いずれは結婚したい」が２４．６％と

最も多く、以下、「すぐにでも結婚したい」（１７．３％）、「結婚した

いと思う（思っていた）が結婚しないと思う」（１６．２％）、「２～３

年以内に結婚したい」（１４．６％）となっており、『結婚したい』人は

７２．７％となっています。 

一方、「結婚するつもりはない」は１３．１％となっており、「わから

ない」は９．６％となっています。 
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結婚に対する考え 

県こども・青少年政策課「少子化・子育てに関する県民意識調査」（令和元
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③ 現在独身でいる理由 

県民意識調査によると、現在独身でいる理由については、「異性と出会

う機会そのものがないから」が２９．６％と最も多く、以下、「理想の相

手にまだめぐり合えないから」（２３．５％）、「独身の自由さや気楽さ

を失いたくないから」（２０．８％）、「結婚資金が足りないから」（２

０．８％）、「結婚する必要性をまだ感じないから」（１８．８％）など

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(260)  

異性と出会う機会そのものがないから

理想の相手にまだめぐり合えないから

独身の自由さや気楽さを失いたくないから

結婚資金が足りないから

結婚する必要性をまだ感じないから

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから

相手に自分の生活を合わせないといけないか

ら

仕事と家事・育児を両立させる自信がないから

今は、仕事に（または学業に）打ちこみたいか

ら

異性とうまくつき合えないから

お金が自分の自由にならないと思うから

家計のやりくりが大変だから

結婚生活のための住居のめどがたたないから

結婚するにはまだ若すぎるから

自分、結婚相手の父母等の介護が困難だから

家事・育児が大変だから

その他

無回答
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現在独身でいる理由 

県こども・青少年政策課「少子化・子育てに関する県民意識調査」（令和元
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④ 希望するライフコースの変化 

国立社会保障・人口問題研究所の平成２７年度調査によると、未婚女

性が理想とするライフコースは、１９９０年代に専業主婦コースが（結

婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産に機会に退職しその後は仕事を持

たない）が減少。その後は両立コース（結婚し子どもを持つが、仕事も

一生続ける）が増加しており、平成２７年では専業主婦コースが１８．

２％、両立コースが３２．３％となっています。 

未婚男性がパートナーに望むライフコースも、専業主婦に代わって両

立コースが増加しており、平成２７年では専業主婦コースが１０．１

％、両立コースが３３．９％となっています。 

 

＜ライフコースの説明＞ ※左から順に 

専業主婦コース ＝ 結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産の機会に退職し、その後

は仕事を持たない  

再就職コース ＝ 結婚し子どもを持つが、結婚あるいは出産の機会にいったん退職

し、子育て後に再び仕事を持つ  

両立コース ＝ 結婚し子どもを持つが、仕事も一生続ける  

ＤＩＮＫＳコース ＝ 結婚するが子どもは持たず、仕事を一生続ける  

非婚就業コース ＝ 結婚せず、仕事を一生続ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国立社会保障・人口問題研究所「第１５回 出生動向基本調査」 
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（３）安心して子どもを産む環境 

① 理想と実際に持とうと考える子どもの数 

県民意識調査によると、理想の子どもの人数は、平均２．５４人となっ

ていますが、実際に予定する人数は平均２．２３人と減少しています。 

理想的な人数の子どもを持てない理由としては、「子育てや教育にお金

がかかり過ぎるから」と「子育ての精神的・肉体的負担が大きいから」の

２項目が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

県こども・青少年政策課「少子化・子育てに関する県民意識調査」（令和元

理想の人数の子どもを持てない理由 

n = (913)

ａ．健康上の理由から

ｂ．欲しいけれどもできない

ｇ．子どもがのびのび育つ社会環境ではない
から

ｈ．保育所等の公的サービスが使いにくいか
ら

ｉ．配偶者の家事・育児への協力が得られな
いから

ｊ．自分（配偶者）の仕事（勤めや家業）に差し
つかえるから

ｃ．子育てや教育にお金がかかりすぎるから

ｄ．末の子が自分（配偶者）の定年までに成人
してほしいから

ｅ．子育ての精神的・肉体的負担が大きいか
ら

ｆ．家が狭いから

ｋ．自分（配偶者）の趣味やレジャーと両立し
ないから

ｌ．親や知人等から子育ての支援が得られに
くいから
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② 不妊治療への支援 

出産を望む方への支援として、不妊治療に係る支援制度の見直しに

よる拡充が進み、特定不妊治療費助成件数が増加しています。 

平成２８年に初回助成額の上限の増額など、大きく制度が拡充さ

れ、以降は実人数、延人数ともに増加傾向にあります。

 

 

③ 産後うつ病の割合 

「産後うつ傾向あり」の割合は、年々減少傾向ではありますが、全

国と比較すると、いまだ高い傾向が継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※1福島県県民健康調査課「妊産婦にかかる調査」結果報告より引用

　　　県民健康調査結果から推定した割合

※2厚生労働省　「母子保健事業に係る実施状況等について」による
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④ 産婦に対する地域の支援状況 

厚生労働省の調査によると、産後、退院してからの１か月程度に助

産師や保健師等からの指導・ケアを十分受けられたか、乳幼児健診時

に確認したところ、平成３０年度では８５．８％が十分受けられたと

回答しています。 

これは、平成２７年度からの推移を見ると、年々増加傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 子育て世代包括支援センターの設置市町村の状況 

子育て世代包括支援センターは、令和元年１１月１８日現在、県内 

５０市町村（８４．７％）に設置されています。 

 

  

子育て世代包括支援センターの設置市町村の状況【令和元年１１月１８日現在】

双葉町

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

凡例

設置済み ５０市町村

未設置 ９市町村

：平成28年度設置

：平成29年度設置

：平成30年度設置

：令和元年度設置

：未設置

いわき市

川内村

浪江町
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泉崎村
中島村石川町

玉川村
鏡石町

矢吹町

須賀川市

郡山市

本宮市

大玉村

西郷村

天栄村

猪苗代町

北塩原村
喜多方市

磐梯町

会津若松市

湯川村
会津坂下町

会津美里町

下郷町

南会津町

檜枝岐村

只見町 昭和村

柳津町

三島町

西会津町

金山町
三春町

県子育て支援課調べ 
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２ 子育て世帯の状況 
（１）子育て世帯の孤立化 

① 世帯数等及び三世代同居世帯の割合 

福島県の世帯数は、東日本大震災の影響等により一時減少しました

が、その後増加している一方、１世帯当たりの人員は年々減少し、核家

族化が進行しています。 

また、福島県は全国に比べて三世代同居率が高くなっていますが、そ

れも年々減少してきている状況です。 

 

 

※ Ｈ１７、２２年の世帯数減少は、国勢調査による統計数値の修正が主要因。 
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② 専業主婦世帯と共働き世帯数の推移 

専業主婦世帯数は共働き世帯数は、それぞれ減少と増加を続け、   

１９９０年代には共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回りました。 

※下図は、全国の数値 
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③ 子育てをするうえで近所・地域の人たちにしてほしいこと 

県民意識調査によると、子育てする上で近所・地域の人たちにしてほし

いことについては、「危険なことやいたずらをしたら注意してくれる」（５

９．３％）と「ちょっとしたことでも気軽に声をかけてくれる」  （５

０．７％）が５割以上となっている。以下、「地域の伝統やしきたりにつ

いて教えてくれる」（２５．１％）、「一緒にスポーツや遊びをしてくれ

る」（１６．９％）、「子どもや子育てに関する情報を交換する」（１６．

１％）などとなっています。 

 

  
n=(1,918)  

危険なことやいたずらをしたら注意してくれる

ちょっとしたことでも気軽に声をかけてくれる

地域の伝統やしきたりについて教えてくれる

一緒にスポーツや遊びをしてくれる

子どもや子育てに関する情報を交換する

急用の時に子どもを一時的に預かってくれる

子育ての相談にのってくれる

その他

特にない

無回答
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子育てするうえで近所・地域の人たちにしてほしいこと 

県こども・青少年政策課「少子化・子育てに関する県民意識調査」（令和元
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④ 地域子育て支援拠点事業の推移 

地域における子育て親子の交流等を促進する地域子育て支援拠点事業

は、年々増加しており、平成２０年には６８か所で実施していましたが、

平成３０年には１２１か所まで増加し、１０年間で実施施設数が１．８倍

となりました。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県子育て支援課調べ 
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（２）子育てと仕事の両立 

① 女性の社会進出 

県内の女性の就業者数は、従業上の地位別にみると、昭和６０年に比

較して平成２７年は、家族従業者が１２万１千人から３万４千人に減少

し、一方で、会社などに勤めている雇用者は２７万８千人から３３万人

に増加しており、女性の社会進出が進んでいます。 

 

② 女性の労働力率 

女性の労働力率（１５歳以上人口に占める就業者数及び完全失業者数の

割合）を年齢別に見ると、３０歳代の労働力率が低いＭ字型について、年

々谷が上昇しているものの、引き続きその傾向は現れており、現在も結婚

や出産を機にいったん仕事を離れ、子育てが一段落した後再就職する女性

が多いことが分かります。 

全国と比較すると、２０歳から６４歳の各年齢層で福島県の方が高く

なっています。 
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③ 出産後の就職状況 ※女性 

県民意識調査によると、出産後の就職状況については、「子どもが生ま

れる以前の会社に復帰した（産休・育休含む）」が４６．５％と最も多く

なっています。以下、「別会社に就職した」（２７．１％）、「会社を辞

め、就職しなかった」（１６．９％）、「元々仕事をしていない」（５．

５％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

④ 育児休業の取得状況 

県内の育児休業取得率の推移を見ると、男女ともに徐々に取得が進ん

できているところであり、男性においては平成３０年の取得率が８．７

％と大きく上昇するなど、近年、改善傾向にあります。 
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出産後の就職状況 ※女性 

県こども・青少年政策課「少子化・子育てに関する県民意識調査」（令和元
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⑤ 育児休業の取得日数 

育児休業取得者の取得日数内訳は、男性は大部分が３か月未満となっ

ている一方、女性は９か月～１２か月未満が最も多く、直近の数値と５

年前の数値のいずれも約６割弱を占めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 家事・子育てにかける時間 

県民意識調査によると、配偶者の平日、家事・子育てにかける時間は、

妻の方が夫よりも大幅に時間が長くなっています。 
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３ 子ども・子育て支援の状況 
（１）保育所・幼稚園等の利用状況 

① 入所児童数の施設別推移 

平成 27 年の子ども・子育て支援新制度開始当初と比較して、県内の未

就学児数は 92.2%に減少していますが、施設を利用する子どもの数は

107.2%に増加しており、子育てが家庭から社会全体へ移行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育施設等 

 

①-1 入所施設割合の５年間の推移 

県内の平成 27 年の子ども・子育て支援新制度開始当初と比較して、県

内の認定こども園及び地域型保育施設を利用する子どもが全体の約２

割に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県子育て支援課「保育所入所待機児童数調査」県教育委員会「学校基本調査」 
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①-2 入所児童数の年齢別推移 

県内の幼稚園、保育所等の入所児童数は３歳以下を中心に増加してお

り、特に０歳から２歳の占める割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育施設等 

 

② 保育申込者数の推移 

 未就学児全体数は年々減少していますが、一方で保育の申込者数は増加 

しており、未就学児全体に占める割合は平成 30 年に 4 割に達しています。 
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③ 保育所等待機児童数の推移 

  保育所等への入所を希望しても入所できない待機児童数は平成 25 年以 

降急増し、平成 29 年 4 月 1 日に 616 名となりました。その後は、施設整 

備が進み入所定員が増加したことから、減少を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 保育所の推移 

県内の認可保育所については、平成 27 年の子ども・子育て支援新制度

開始以降、認定こども園への移行等により減少傾向にありましたが、保育

需要の増加に伴い、近年は新設が進み再び増加傾向にあります。 
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⑤ 認定こども園の推移 

  認定こども園については、平成 27 年の子ども・子育て支援新制度の開

始以降、順調に開設が進み、平成 31 年 4 月 1 日現在では 8,706 名が入所

しており、保育申込児童数の 25.6％が認定こども園に入所しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 地域型保育施設の推移 

地域型保育施設についても、子ども・子育て支援新制度の開始以降、 

開設が進み、平成 31 年 4 月 1 日現在では 1,554 名が入所しており、保育

申込児童数の 4.6％（3 歳未満児の申込児童数では 10％）が地域型保育施

設に入所しています。 
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⑦ 認可外保育施設の推移 

認可外保育施設については、平成 23 年の東日本大震災の影響による減 

少や平成 27 年度の子ども・子育て支援新制度の開始以降は認可保育所へ 

の移行が進み減少傾向にありましたが、平成 29 年からは企業主導型保育 

施設の開設が始まり増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 幼稚園の推移 

幼稚園については、平成 17 年の 375 園・33,481 人から、平成 31 年 10

月 1 日現在で 242 園・19,282 人と、施設数、在園児数ともに減少傾向にあ

ります。                     ※ 平成 31 年は速報値 
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（2）その他の子育て支援状況 

① 延長保育実施の推移 

延長保育については、保育所等の増加とともに年々実施施設数も増加し

ており、平成 30 年には、９割以上の保育所等で実施されています。 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ H27 年以降は認定こども園を含む。 

 

② 一時預かり事業年間延べ利用児童数の推移 

子ども・子育て支援新制度が施行され、一時預かり事業（一般型、幼稚

園型）として整理されて以降の一時預かり事業の年間延べ利用児童数は、

一般型においては年々減少している一方、幼稚園型（平成 30 年度からは

幼稚園型Ⅰ）は年々増加しており、事業全体としては増加傾向にあります。 
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③ 放課後児童クラブの推移 

放課後児童クラブについては、東日本大震災の影響により平成 23 年は

クラブ数、児童数ともに大きく減少しましたが、その後は、平成 27 年の

子ども･子育て支援新制度開始以降は対象年齢が小学校６年生までに引き

上げられ、クラブ数、児童数が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 学年別登録児童数の推移 

放課後児童健全育成事業の登録児童数は、全ての学年で増加してお

り、その数は低学年ほど多くなっています。また、児童数の増加率は、

平成 27 年度と令和元年度の比較で、５年生、６年生は約 1.9 倍、４年生

は約 1.6 倍であるのに対し、１年生、２年生は約 1.1 倍、３年生は約 1.2

倍となっており、高学年ほど高い伸び率になっています。 
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（３）保育従事者の状況 

県内の保育士等の人数は、年々増加していますが、保育施設の定員数も

同様に増加しているため、配置基準に満たない施設も平成３０年には、１

６施設あります。また、配置基準に基づく最低限の人員での施設運営を余

儀なくされている施設もあり、保育士等が、休暇を取得しにくいなど勤務

条件における様々な課題が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 施設数 保育士数
平成28年 3 5
平成29年 16 47
平成30年 16 30

保育士が配置基準に満たない施設数と必要とする保育士数

5789
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保育士等の配置状況及び保育施設の定員数など

保育教諭・保育士（人） 保育施設の定員数（人）

県子育て支援課調べ
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（４）教育関連 

① 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

福島県においては、震災以降、低い推移となっていましたが、ここ

数年は、いずれも改善傾向にあります。 

特に女子の伸びが、小学５年生、中学２年生とも、顕著となってい

ます。 
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② 全国学力・学習状況調査 

福島県においては、小・中学校とも国語に関しては全国平均程度の

結果となっています。 

また、中学校の数学に課題が見られる傾向があります。 
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４ 支援を必要とする子どもや家庭の状況 
（１）児童虐待等の状況 

① 児童虐待相談対応状況 

県内の児童虐待に関する相談状況については、近年著しく増加してお

り、相談体制の強化が求められます。 

平成２８年度以降、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）が子どものい

る家庭で発生した事案について、心理的虐待として警察から通告される件

数が増加していることにより、件数が引き続いて増加しています。 
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② 社会的養育の状況 

家庭での養育が困難で、代替養育を受けている子ども数は４００人前後

で推移しています。 

そのうち、家庭と同様の養育環境で子どもを養育する里親、ファミリー

ホームの割合（里親等委託率）は増加しています。 

※代替養育：家庭での養育が困難な子どもを養育すること 
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（２）障がい等のある子どもへの支援状況 

① 障害児通所支援事業所の推移 

県内の障害児通所支援事業所は年々増加しており、同様にサービス量も

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 障害児施設の利用児童数の推移 

県内の障害児通所支援事業所の利用児童数は、年々増加しています。一

方、障害児入所施設に入所する児童は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注）通所支援は、各年度３月（１か月分）の利用実人数。
（注）入所支援は、各年度４月１日現在の入所児童数（措置＋契約）。

（注）サービス量（人日）は、各年度３月（１か月分）の利用延日数。
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③ 発達障がい者支援センターの相談件数の推移 

県発達障がい者支援センターの相談件数は、平成２８年度までは増加傾

向が続いていましたが、近年はほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注）相談件数は年間の延べ件数（児童＋成人）。
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（３）ひとり親世帯等の推移 

① 離婚件数・離婚率の推移 

県内の離婚率（人口１，０００人あたりの年間離婚件数）は、全国

より低い数値で推移してきましたが、平成２８年には全国と同水準と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ひとり親家庭数の推移 

（ア）母子家庭の世帯数 

県内の母子家庭の世帯数は増加傾向にありましたが、平成２２年の

２２，７４６人をピークに、平成２３年以降は減少傾向にあります。 

（イ）父子家庭の世帯数 

県内の父子家庭の世帯数は、平成２４年の３，１６２人をピークに

減少傾向にあります。 

 

  



 

 

- 33 - 

③ ひとり親世帯等の収入状況 

平成２７年の全国ひとり親世帯等調査によると、同居親族を含む世

帯全員の母子世帯の平均収入は３４８万円となっており、平成２８年

の国民生活基礎調査の児童のいる世帯の平均所得７３９万８千円と比

較して、低くなっています。 
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（４）子どもの貧困 

① 生活保護世帯に属する子どもの進学率 

県内の生活保護世帯に属する子どもの進学率については、高校進学

率・大学等進学率いずれも、一般進学率よりも低くなっています。 
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（５）いじめや不登校の状況 

① いじめの状況 

県内のいじめの認知件数については、近年、各校で積極的な認知が進

んだことにより、件数が著しく増加しており、いじめの未然防止、早期

発見、解決に向けた組織的対応に向け、相談体制の充実等が求められま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 不登校の状況 

県内の不登校の児童生徒数については、震災前と比較して増えてお

り、特に小・中学校での不登校児童生徒数が増加傾向が続いていま

す。 
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５ 東日本大震災の影響 
（１）子どもの避難状況 

東日本大震災により県内外に避難している１８歳未満の子どもの人数は、

減少してきているものの、平成３１年４月１日現在で８，７８４人に及んで

います（住民票の異動の有無を問わず市町村が把握している人数）。 

 

  

（単位：人）

県内 県外 県内 県外
福島市 947 0 947 柳津町 0 0 0

会津若松市 44 0 44 三島町 0 0 0
郡山市 1,425 0 1,425 金山町 0 0 0
いわき市 682 0 682 昭和村 0 0 0
白河市 28 0 28 会津美里町 2 0 2
須賀川市 125 0 125 西郷村 47 0 47
喜多方市 0 0 0 泉崎村 0 0 0
相馬市 10 0 10 中島村 0 0 0
二本松市 224 0 224 矢吹町 2 0 2
田村市 31 19 12 棚倉町 13 0 13
南相馬市 983 329 654 矢祭町 3 0 3
伊達市 119 0 119 塙町 0 0 0
本宮市 6 0 6 鮫川村 1 0 1
桑折町 3 0 3 石川町 0 0 0
国見町 17 0 17 玉川村 2 0 2
川俣町 137 71 66 平田村 0 0 0
大玉村 19 0 19 浅川町 0 0 0
鏡石町 22 0 22 古殿町 4 0 4
天栄村 14 0 14 三春町 9 0 9
下郷町 0 0 0 小野町 21 0 21
檜枝岐村 0 0 0 広野町 158 139 19
只見町 0 0 0 楢葉町 188 111 77
南会津町 0 0 0 富岡町 665 283 382
北塩原村 0 0 0 川内村 99 81 18
西会津町 0 0 0 大熊町 620 114 506
磐梯町 0 0 0 双葉町 376 47 329
猪苗代町 4 0 4 浪江町 1,042 146 896
会津坂下町 0 0 0 葛尾村 6 2 4
湯川村 0 0 0 新地町 2 0 2

飯舘村 684 641 43

平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報

東日本大震災に係る１８歳未満の子どもの避難者数調べ
（市町村が把握している人数）

市町村名

平成31年4月1日現在の把握数（避難先別）

市町村名

平成31年4月1日現在の把握数（避難先別）

（18歳未満避難者） （18歳未満避難者）
避難先別 避難先別

子どもの避難者数
の割合

20.3% 17.5% 21.3%

計 8,784 1,983 6,801

第1753報
（R元.5.10発表）

43,229 11,321 31,908
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（２）その他の震災に関連するもの 

① 震災による子どもへの影響で心配なこと 

県民意識調査によると、震災による子どもへの影響で心配なこととし

て「子どもの健康」が５０．３％と最も多く、以下、「外遊び・自然体

験の不足」（３７．７％）、「震災体験が子どもの心に与える影響」 

（２８．０％）、「運動不足」（２７．６％）などとなっています。 

 

 

 

 

 

  

n=(2,486)  

子どもの健康

外遊び・自然体験の不足

震災体験が子どもの心に与える影響

運動不足

震災後に不安を感じることによるストレス

家庭や保育所等での食材の安全性

友達関係の変化

生活習慣の乱れ

家族関係の変化

学習時間の減少や学習環境の悪化

その他

特に心配なことはない

無回答

50.3

37.7

28.0

27.6

25.3

17.6

12.1

9.7

9.1

8.8

2.9

18.3

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

県こども・青少年政策課「少子化・子育てに関する県民意識調査」（令和元

年） 

震災による子どもへの影響で心配なこと 
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② 肥満傾向 

福島県においては、もともと子どもの肥満傾向が高い状況にありま

したが、震災以降、全ての年齢においてその傾向が顕著になり、未だ

改善していません。これは、震災直後の放射性物質の拡散に伴う屋外

活動制限等により、運動習慣が失われ、あそび方が大きく変わったこ

とが影響しているのではないかと考えられます。 

 

【８歳児】※震災時０歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１１歳児】※震災時３歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 括弧書きは全国における順位。 

※ 平成２３年度は震災の影響により調査未実施。  

県統計課「学校保健統計調査」 
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③ 子育てに関する困りごと 

県民意識調査によると、子育てに関する困りごとについては、「子ども

の教育費などの経済的な問題」が４１．６％と最も多く、以下、「緊急時

や突発的な用事ができたときに、子どもを預けるところがない」（３２．

１％）、「近所に子どもの遊び友達がいない」（２１．０％）、「部屋が

狭い、部屋数が少ないなどの住宅の問題」（１６．９％）、「子どもの学

校生活や交友関係」（１６．７％）などとなっています。 

前回調査と比較すると、設問や選択肢が異なるため単純比較はできない

が、前回１位の「経済的な問題」（前回：３９．４％）が同様に１位とな

っており、経済的な問題が、引き続き、最も多い困りごととなっています。

「食品の安全性」については、いまだに約１０％の人が不安を感じていま

す。 

 

 

 

 

 

  

n=(1,918)  

子どもの教育費などの経済的な問題

緊急時や突発的な用事ができたときに、子ども

を預けるところがない

近所に子どもの遊び友達がいない

部屋が狭い、部屋数が少ないなどの住宅の問

題

子どもの学校生活や交友関係

子どもの育て方について、配偶者や家族と意

見が合わない

安全に暮らせる社会ではない

環境汚染や食品の安全性が心配（震災後の影

響を含む）

配偶者や家族の協力が得られない

同じ年頃の子どもを持つ母親や父親が身近に

いない
保育所や幼稚園のサービスに関して情報が入

手しにくい
子どもの病気や遊ばせ方などについて、適当

な相談相手が身近にいない

その他
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無回答
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